
第１章     役           員

第１条 役員中書記２名、会計２名の内それぞれ１名は学校職員をもってこれに

あてる。

第２章     会計監査委員

第２条 会計監査は互選により、会計監査委員長を選出する。

２ 　会計監査委員長は、会計監査委員を代表する。

第３章     総           会

第３条      新役員及び会計監査委員の承認、並びに年間計画及び収支予算の審議

決定、会計監査を経た収支決算報告の承認は、年度始めの定期総会で行う。

第４章     常置委員会

第４条 常置委員会として校外委員会を置く。

第５条 常置委員会の委員は、会長がこれを委嘱する。

第６条   常置委員会の委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。

第７条   常置委員会の活動は次のとおりである。

２ 　校外委員会

大谷中学校区青少年健全育成連絡協議会への参画に関すること

子ども１１０番の家に関すること

通学路改善要望に関すること

第８条 校長、教頭は学校管理並びに教育上、常置委員会に出席して意見を
述べることができる。

 第５章     表彰及び慶弔
第９条 役員として勤め、功労ありと認めた場合は、退任の際、これを表彰する

ことができる。
第１０条 その他本部役員会が功労ありと認めた場合は、これを表彰することが

できる。
第１１条 会員又は、この会に関係あるものの慶弔、その他の事柄に際して、慶弔

の意を表すことができる。

  本細則は、昭和４４年　４月　１日施行 昭和５２年　４月２８日改正
昭和５８年　６月１９日改正 平成　元年　４月２１日改正
平成　４年　４月２４日改正 平成１３年１０月１３日改正
平成１５年１１月２８日改正 平成１７年　３月１１日改正
平成２３年　２月２２日改正 平成２５年　６月１２日改正
平成３０年　２月２６日改正 平成３１年　４月１６日改正
令和　５年　４月２８日改正 令和　８年　４月３０日改正
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